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日
米
地
位
協
定
を
改
定
す
る
か
否
か
の
政
府
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
五
月
二
十
四
日
、
島
尻
安
伊
子
・
沖
縄
北
方
担
当
大
臣
は
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
、
「
私
自
身
、
地
位
協
定
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
も
県
選
出
国
会
議
員
の
立
場
で
、
抜
本
的
な
改
定
を
要
請
し
て
き
て
い
る
。
政
府
と
し
て
も
外
務
省
が
米
国
政

府
と
努
力
を
積
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
残
忍
な
事
件
に
関
し
て
は
、
身
柄
の
引
き
渡
し
等

に
関
す
る
地
位
協
定
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
今
後
、
自
民
党
県
連
と
し
て
も
改
正
・
改
定
は
求
め

て
い
く
、
求
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
発
言
し
た
。
さ
ら
に
五
月
二
十
六
日
、
沖
縄
県
議
会
は
、
採
決
で
自
民
党
議
員
十
五
人
が

直
前
に
退
席
し
た
も
の
の
、
日
米
地
位
協
定
の
抜
本
改
定
を
求
め
る
抗
議
決
議
を
全
会
一
致
で
可
決
さ
せ
た
。

一
方
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
、
五
月
二
十
三
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
で
地
位
協
定
を
め
ぐ
る
質
問
に
対
し
、
「
相

手
が
あ
る
こ
と
だ
。
大
切
な
こ
と
は
し
っ
か
り
と
再
発
防
止
に
全
力
を
挙
げ
て
い
く
こ
と
だ
」
と
発
言
し
て
い
る
。
米
国
防
総

省
の
デ
ー
ビ
ス
報
道
部
長
は
記
者
団
に
対
し
地
位
協
定
の
見
直
し
の
可
能
性
に
つ
い
て
「
日
本
側
か
ら
の
地
位
協
定
に
関
す
る

懸
念
に
は
大
規
模
な
改
定
で
は
な
く
、
協
定
の
運
用
で
取
り
組
ん
で
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
二
十
五
日
付
朝
日
新
聞
朝

刊
）
。
米
軍
属
の
元
米
海
兵
隊
の
男
が
女
性
の
遺
体
を
遺
棄
し
た
疑
い
で
逮
捕
さ
れ
た
事
件
に
よ
り
、
日
米
地
位
協
定
見
直
し

論
が
再
燃
さ
れ
、
現
職
大
臣
ま
で
も
が
日
米
地
位
協
定
の
改
定
の
必
要
性
を
、
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
訴
え
て
い
る
状
況
の

一



中
、
政
府
の
立
場
を
明
確
に
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
、
次
に
質
問
す
る
。

一

五
月
二
十
四
日
の
島
尻
安
伊
子
・
沖
縄
北
方
担
当
大
臣
が
閣
議
後
の
記
者
会
見
で
、
日
米
地
位
協
定
の
「
改
正
・
改
定
は

求
め
て
い
く
。
求
め
ざ
る
を
得
な
い
」
と
発
言
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
受
け
止
め
、
見
解
は
如
何
に
。

二

五
月
二
十
六
日
、
沖
縄
県
議
会
は
自
民
党
議
員
十
五
人
が
退
席
し
た
も
の
の
、
全
会
一
致
で
日
米
地
位
協
定
の
抜
本
改
定

を
求
め
る
抗
議
決
議
を
可
決
さ
せ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
対
す
る
政
府
の
受
け
止
め
、
見
解
は
如
何
に
。

三

前
文
の
通
り
、
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
日
米
地
位
協
定
に
つ
い
て
、
「
相
手
が
あ
る
こ
と
だ
。
大
切
な
こ
と
は
し
っ

か
り
と
再
発
防
止
に
全
力
を
挙
げ
て
い
く
こ
と
だ
」
と
明
確
な
言
及
は
避
け
て
い
る
。
菅
義
偉
官
房
長
官
も
記
者
会
見
で

「
運
用
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
き
た
」
と
米
国
防
総
省
報
道
部
長
と
全
く
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
五
月
二
十
四
日
付

読
売
新
聞
に
よ
る
と
、
外
務
省
幹
部
の
話
と
し
て
、
今
回
の
沖
縄
の
事
件
と
「
地
位
協
定
は
関
係
な
い
」
と
の
発
言
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
が
、
現
職
大
臣
の
閣
議
後
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
や
沖
縄
県
議
会
の
全
会
一
致
の
抗
議
決
議
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

（
一
）

政
府
と
し
て
、
日
米
地
位
協
定
の
改
正
、
改
定
が
必
要
と
考
え
て
い
る
か
否
か
。
「
相
手
が
あ
る
こ
と
」
は
十
分

に
認
識
し
た
う
え
で
、
日
本
政
府
自
身
は
必
要
と
考
え
て
い
る
か
否
か
見
解
を
問
う
。

二



（
二
）

政
府
と
し
て
、
運
用
の
改
善
だ
け
で
な
く
、
今
回
の
沖
縄
の
事
件
と
は
関
係
な
く
、
日
米
地
位
協
定
を
改
正
、
改

定
し
よ
う
と
働
き
か
け
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
か
。

（
三
）

米
国
防
総
省
報
道
部
長
と
菅
官
房
長
官
は
、
日
米
地
位
協
定
に
関
し
、
全
く
同
様
の
発
言
、
「
見
直
し
で
な
く
運

用
で
対
処
」
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
政
府
の
日
米
地
位
協
定
に
関
す
る
立
場
と
理
解
し
て
良
い
か
。

答
弁
に
つ
い
て
、
一
、
二
、
三
（
一
）
、
三
（
二
）
、
三
（
三
）
の
質
問
に
つ
き
、
一
括
り
に
ま
と
め
て
答
弁
す
る
こ
と
は

絶
対
に
避
け
、
一
つ
一
つ
誠
実
に
答
弁
さ
れ
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
。

右
質
問
す
る
。

三


